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１ プラン策定の趣旨 

  

  すべての人が性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮するとともに、互いに

その人権を尊重しながら、共に喜び、共に責任を分かち合う男女共同参画社会の実現は、

豊かで活力のある社会を築くために必要不可欠なことです。 

  当町では、男女共同参画社会の実現を目指し、平成 14 年に「あなたが創るパートナ

ーシップ 男女共同参画プラン」を策定し各種の施策に取り組んできました。また、平

成 22 年３月には、男女を取り巻く状況や社会情勢に対応した「男女共同参画プランは

やま（第２次）」を策定し継続して計画的に推進してきたところです。このたび同プラン

の計画期間が終了することに伴い、これまでの当町のプランの方向性を引き継ぎ発展さ

せた、「男女共同参画プランはやま（第３次）」を策定するものです。 

   

 

   

 

出典：内閣府ホームページ 

 



 2  

２ プランの性格 

    

   「男女共同参画プランはやま（第３次）」は、男女共同参画社会基本法第 14条第３項

に規定された市町村男女共同参画計画を根拠とし、国の「第３次男女共同参画基本計画」

及び神奈川県の「かながわ男女共同参画推進プラン（第３次）」の内容を踏まえつつ、当

町の特性を反映させて策定しています。 

   

 

 

 

 
出典：内閣府ホームページ 
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３ プランの期間 

 

    このプランの期間は、平成２７年度から平成３２年度までの６年間とします。 

ただし、プランの進捗状況や社会情勢の変化等により、必要に応じて見直しを行いま

す。 

 

 

 

 

４ 基 本 理 念 

 

男性と女性がお互いを尊重し、個性と能力を発揮できる社会の実現に向け、本プラン

の施策を総合的かつ長期的に推進するため、様々な立場の方と協働し、家庭や地域、職

場をはじめ、あらゆる場面での男女共同参画社会の実現に向け、引き続き「男女が協力

する すてきな まちづくり ～あなたが創るパートナーシップ～」を基本理念に掲げ

ます。 
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５ 基 本 目 標 

 

  基本目標１ 男女共同参画の意識の向上 

 男女共同参画に関する様々な啓発活動を行うとともに、学校教育・生涯学習等を通

じた男女共同参画を推進する教育を充実し、町民の男女共同参画社会への理解をさら

に深め、人権を擁護する環境を整備します。また、性に起因する人権侵害について気

付き、理解できるような機会を提供します。 

 

  

  基本目標２ あらゆる分野での男女共同参画の推進 

 当町の審議会や各種委員会へ女性委員を積極的に登用し、政策や方針決定の場にお

ける男女共同参画を推進します。また、地域活動への女性の参加促進により、地域に

おいても男女共同参画を推進します。 

 

 

  基本目標３ 男女がともに働きやすい環境づくり 

 あらゆる「働く場」において、男女が平等に個性や能力を発揮して働ける環境の整

備に努めます。また、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発等、様々な活動に

ついて調和のとれた生活を推進し、ジェンダー（社会的性別）に関する理解を深めま

す。さらに、子育て・介護等に対する様々な支援サービスの提供と充実を図ります。 

 

 

  基本目標４ 男女の自立促進と健康づくりへの支援 

 高齢者や障害者が自立し、社会との関わりを持ちながら、安心して暮らせるように

支援の充実を図るとともに、健康に対する理解を深め、健康診断や検診を推進し、生

涯を通じた健康づくりを支援します。 

 

 

基本目標５ プランの推進 

 男女共同参画社会の実現に向けて、条例制定や推進会議の設置に努め、町（行政）

における男女共同参画の推進及び情報発信を図ります。また、町民や事業者との連携

により、総合的かつ効果的に計画を推進するうえで必要な体制を構築します。 
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 ６ 施 策 の 体 系 

 

 基 本 目 標 施 策 の 方 針 

男

女

が

協

力 

す

る 

 

す

て

き

な 

 

ま

ち

づ

く

り 

１ 男女共同参画の意識

の向上 

 

① 人権の尊重 

 

② 男女共同参画意識を高める啓発活動 

 

③ 男女共同参画を推進する教育や学習の充実 

 

④ あらゆる暴力の根絶 

 

２ あらゆる分野での男

女共同参画の推進 

 

① 政策や方針決定の場における女性の積極的

な登用 

 

② 家庭や地域活動への男女共同参画の促進 

 

③ 女性の参画の拡大に関する情報の提供 

 

３ 男女がともに働きや

すい環境づくり 

 

① 職場における男女平等の推進 

 

② 多様な働き方を可能にする労働環境づくり 

 

③ 女性のチャレンジ支援 

 

④ 仕事と家庭・地域活動との両立への支援 

 

４ 男女の自立促進と健

康づくりへの支援 

 

① 高齢者や障害者の自立生活の支援 

 

② 生涯を通じた健康づくりの支援 

 

５ プランの推進 

 

①  プランの進行管理・見直し 

 

②  町（行政）・町民・事業者の連携 
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 ７ 施 策 の 内 容 

 

 ✦基本目標１ 男女共同参画の意識の向上 

 

   日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれています。男性も女性も、性

別による差別的扱いを受けず、能力を発揮する機会が確保され、個人として尊重される

ことは、男女共同参画社会の前提となるものです。 

   男女の人権が等しく尊重され、家庭や地域、職場において活躍できる機会が確保され、

個人の能力を発揮し、ともに利益も責任も分かち合うことのできる社会づくりのための

取り組みを行います。    

   

 

 

 

 

施施施      策策策      ののの      方方方      向向向   

  ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍  

 

 

 

 

 

 

① 人権の尊重 

 

② 男女共同参画意識を高める啓発活動 

 

③ 男女共同参画を推進する教育や学習の充実 

 

④ あらゆる暴力の根絶 
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①人権の尊重 

    

    日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等に向けた様々な取り

組みが着実に進められてきました。 

    すべての人が個人として人権が尊重されるよう、人権に関する啓発活動、学習機会、

相談事業などの充実を図ります。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

人権に関する啓発活動の推進 
人権啓発講演会を開催するとともに、人権啓発活

動を推進します。 

人権課題への対応 

法務省の人権擁護機関と連携し、偏見や差別をな

くし、人権課題に対する理解を深める広報や啓発

を行います。 

人権教育の推進 
学校や家庭での教育において、人権問題をテーマ

にした講座や考える機会を提供します。 

人権相談窓口の設置 
人権擁護委員による人権相談窓口を設置し、人権

擁護活動の推進に努めます。 

 

 

男女の地位の平等感 

 

 

 

  家庭生活で   （男性） 

           （女性） 

職場で     （男性） 

          （女性） 

学校教育の場で （男性） 

          （女性） 

社会通念・慣習 （男性） 

 （女性） 

地域活動で   （男性） 

           （女性） 

社会全体で   （男性） 

（女性） 

  
（「平成 23年度県民ニーズ調査」より作成） 

出典：神奈川県「かながわ男女共同参画推進プラン（第 3次）」 
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②男女共同参画意識を高める啓発活動 

 

    男女共同参画社会を実現するためには、男性も女性もお互いを尊重しつつ、責任も

分かち合いながら、性別により差別されることなく、多様な生き方を選択できる機会

が確保されることが必要です。 

    家庭や地域などの様々な場面で、男女がともに個性と能力を十分に発揮することが

できる社会を目指し、それぞれのライフステージにおける多様な学習機会と啓発活動

の充実を図ります。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

様々な啓発活動の実施 
男女共同参画社会の実現を目指し、様々な啓発活

動を実施します。 

広報等による男女共同参画に関す

る啓発活動の推進 

広報はやまや町のホームページ等を活用した啓発

活動を推進します。 

固定的な性別役割分担意識に関す

る正しい理解の啓発 

男女共同参画社会の実現の妨げとなっている社会

通念や慣行の見直しを図るため、広報や啓発に努

めます。 

男女共同参画講演会・講座の開催 
男女共同参画社会の実現をテーマとした講演会や

講座を開催し、町民や職員の意識啓発を行います。 

行政刊行物の表現 
町の発行する刊行物において、人権尊重、男女平

等の視点から適切な表現を心掛けます。 

   

 

夫は外で働き、妻は家庭を守るべき（神奈川県・全国） 

      （％） 

出典：神奈川県「かながわ男女共同参画推進プラン（第 3次）」 

夫は外で働き、妻は家庭を守るべき（神奈川県・全国）
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③男女共同参画を推進する教育や学習の充実 

 

    幼児から児童、生徒への発達段階に応じて男女平等意識の形成を図り、もって自立

の意識を育むとともに、一人ひとりの個性や能力を尊重し、主体的に学び、考え、行

動できる教育を推進します。 

    生涯を通じて、個人の人権の尊重と男女平等の意識を高め、男女共同参画に関する

正しい知識を持つことができるように、様々な学習機会の充実を図ります。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

男女平等教育の推進 

保育園・幼稚園や学校において、道徳教育や人

権教育を中心に、男女が互いに理解、協力し、

高め合う教育の充実を図ります。 

保育士、教職員等に対する研修等の実

施 

教職員等に対し、男女共同参画に関する研修や

講座を実施し、その実践に努めます。 

保護者に対する男女共同参画推進の働

きかけ 

保護者に対する講演会や啓発活動を通じて、家

庭や子育てにおける男女共同参画の必要性につ

いて、意識の高揚を図ります。 

町民向け講演会・講座の実施 
町民の男女共同参画の意識の熟成を目指し、講

演会や講座を開催します。 

町職員に対する研修・講座等の開催 
町職員に対する男女共同参画研修などの充実を

図り理解を促進します。 

メディアリテラシーの向上 

多様で大量な情報を読み解き、人権侵害や男女

差別につながる情報を評価・識別する力の向上

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成 11年 6

月 23日を踏まえ、毎年 6月 23日から 29日までの 1週間を「男

女共同参画週間」として、全国各地で、男女共同参画社会基本法の

目的や基本理念について理解を深めることを目指した様々な行事

が催されます。 

 

 

 

 

男女共同参画週間 

（６月 ２３日 ～ ２９日） 
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④あらゆる暴力の根絶 

 

    ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）、セクシャルハラスメント（セクハラ）、性

犯罪やストーカー、パワーハラスメント（パワハラ）等、あらゆる暴力を予防・防止

するために、町民の認識や意識を高める啓発を行います。 

    ＤＶ等の被害者を対象とする相談体制の充実を図り、被害者の保護をはじめ、問題

解決ができるよう関係機関との連携を強化し、施策の充実を図ります。 

  

  

具 体 的 施 策 内    容 

セクハラ、性犯罪、パワハラ等の予防に

関する広報・啓発活動の推進 

女性が被害者となりやすい暴力についての町

民の意識を高める広報や啓発活動を推進しま

す。 

犯罪被害者に対する支援の充実 

性的被害、ＤＶやストーカー被害など犯罪被害

者に対する支援を警察やＮＰＯと連携して支

援体制の充実を図ります。 

ＤＶ等に関する広報・啓発活動の推進 

ＤＶ等に関する町民の認識を高め、被害者の早

期相談を促すための啓発活動を推進します。 

同時に、暴力の根絶を目指し、ＤＶ等防止の啓

発活動を推進します。 

ＤＶ等相談窓口の周知 

相談カードを作成し、町内の公共施設のトイレ

に貼付・配架することにより、相談窓口の周知

を図ります。 

ＤＶ等に関する相談体制の充実 

女性センター、保健福祉事務所、警察、ＮＰＯ

等関係機関と連携し、ＤＶ等の被害相談体制の

充実を図ります。 

ＤＶ等の被害者の保護・自立への支援 

ＤＶ等の被害者の一時保護をはじめ、自立して

安心して生活できるよう関係各機関と連携し

て対応を図ります。 

デートＤＶの啓発 
若年層にみられる交際相手からの暴力（デート

ＤＶ）への意識啓発を行います。 

女性のための相談窓口の充実 

女性のための専用電話相談を設置するととも

に、県と連携し適切な相談窓口の情報提供を行

います。 
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♦基本目標２ あらゆる分野での男女共同参画の推進 

    

   男女共同参画を実現するためには、家庭や地域をはじめ社会のあらゆる分野において、

政策や方針を決定する過程に女性が参画することは極めて重要なことであり、男女共同

参画社会を実現するための基礎となります。 

   男女共同参画社会基本法には、町の責務として、参画における男女間の格差を改善す

るために、積極的改善措置を実施することが定められています。 

   このため、当町においても、様々な方針決定の場において、男女間の格差を改善する

よう積極的な取り組みを行います。 

 

      

   施施施      策策策      ののの      方方方      向向向   

 ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭における役割分担 

 

【家事】 

 

 

 

【育児】 

※該当者のみで集計 

  

 

 

 

【親の介護】 

※該当者のみで集計 

 

 

 

（「平成 23年度県民ニーズ調査」より作成） 

出典：神奈川県「かながわ男女共同参画推進プラン（第 3次）」 

① 政策や方針決定の場における女性の積極的な登用 

 

② 家庭や地域活動への男女共同参画の促進 

 

③ 女性の参画の拡大に関する情報の提供 

男性(n=217) 

女性(n=287) 

男性(n= 84) 

女性(n=117) 

男性(n=151) 

女性(n=220) 

(％) 
50.2

59.2

30.0

21.6

14.3

13.2

1.4

0.9 1.4

0.0 0.3

0.5

2.8

4.2

ほとんど妻

無

回

答

親や子どもなど

夫婦以外

ほとんど夫

夫と妻が同じくらい分担

どちらかというと夫

どちらかというと妻

 

41.1

56.8

34.4

21.8

11.3

11.4 0.00.00.0

11.3

10.0

0.7
0.7

0.7

ほとんど子の母親

子の祖父母など親以外

ほとんど子の父親
父親と母親が

同じくらい分担

どちらかというと子の父親

どちらかというと

子の母親 無回答

 
23.8

41.0

20.2

18.8

21.4

7.7

7.1

7.7 22.2
1.7

7.1

0.9

2.4
17.9

ほとんど妻

親や子どもなど夫婦以外ほとんど夫

夫と妻が同じくらい分担 どちらかというと夫

どちらかというと妻

無回答

 

0.0 
0.0 
0.0 
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①政策や方針決定の場における女性の積極的な登用 

 

    政策や方針の立案や決定に、女性の意見が反映されるように、町の審議会や委員会

等委員へ女性の登用を積極的に推進します。 

    また、女性が社会に積極的に参画できるよう人材の発掘と育成に努めます。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

審議会、委員会等委員への女性登用の推

進 

町（行政）が設置する各種委員会等への女性委

員の登用を積極的に推進します。 

また、登用状況について定期的に調査を行いま

す。 

女性管理職の登用の推進 

町（行政）の組織へ女性管理職の登用を推進す

るため、人材育成講座・研修等の情報を提供し

ます。 

政策・方針決定過程への女性の参画等の

促進 

様々な活動における政策・方針決定の場に、女

性自らが積極的に参加できる環境づくりを推

進します。 

 

 

 

 地方公共団体の審議会等における女性委員割合の推移 

出典：内閣府「男女共同参画白書」 
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②家庭や地域活動への男女共同参画の促進 

 

    よりよい家庭や地域づくりについて、男女がともに考え、行動することは、男女共

同参画社会の実現への第一歩です。家庭生活や地域活動においても、様々な行動に参

画できるよう支援します。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

地域活動等への参画の促進 
男女がともに様々な地域活動に参画できるよ

う啓発活動を促進します。 

町内会・自治会における女性役員の参画

の促進 

子育てや生活者としての女性の経験や実績を

地域活動に反映するよう女性役員の参画を促

進します。 

家庭生活における男女共同参画の促進 

家庭内においても男女がともに助け合い、家事

や育児・介護等に積極的に参画するよう啓発活

動を促進します。 

 

 

 

 

男性が家事、育児、介護や地域活動を積極的に行うために必要だと思うこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「平成 23年度県民ニーズ調査」より作成） 

出典：神奈川県「かながわ男女共同参画推進プラン（第 3次）」 

 

(%) (%) 

54.1

41.1

40.8

33.7

26.8

21.3

20.7

57.6

39.2

42.8

29.5

25.9

26.6

51.3

42.5

39.6

37.3

27.7

23.8

16.6

17.3

0 10 20 30 40 50 60 70

 全　体
（ｎ＝671）

 男　性
（ｎ＝278）

 女　性
（ｎ＝386）

 

11.3

8.2

6.6

3.1

1.2

1.0

9.0

9.7

5.0

2.2

1.4

0.4

12.7

7.3

7.8

3.6

1.0

1.3

0 10 20 30 40

 全　体
（ｎ＝671）

 男　性
（ｎ＝278）

 女　性
（ｎ＝386）

 

夫婦や家族間でのコミ
ュニケーションをよく
はかる 

家事などに対する男性
の関心を高め、男性自身
の抵抗感をなくす 

男性が家事などを行う
時間のゆとりを持つ 

男性が家事などを行う
ことへの職場の理解が
すすむ 

男性が家事などを行う
ことについて、社会的評
価を高める 

周囲の人が、夫婦の役割
分担等についての当事者
の考え方を尊重する 

男性が家事などの能力
を高める 

 

男性が参加できる子育
てなどの仲間（ネットワー
ク）作りをすすめる 

家庭と仕事の両立につ
いて、男性が相談しや
すい窓口を設ける 

男性が家事などを行う
ことへの女性の抵抗感
をなくす 

その他 

特にない 

無回答 
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③女性の参画の拡大に関する情報の提供 

 

    女性の参画が少ない分野で活躍している女性に関する情報を収集、発信するととも

に参画を促進します。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

ポジティブ・アクションの促進 

さまざまな分野での活動に参画する機会の男

女間格差を改善するため、活動に参画する機会

や情報を提供します。 

女性の参画等の促進 
さまざまな分野で活躍する女性のロールモデ

ルや支援機関の紹介など情報提供を行います。 

防災・災害復興への女性意見の反映 
男女のニーズの違いを反映し、男女双方の観点

に配慮した防災対策の取り組みを行います。 

地域防災への女性の参画の促進 
災害時の避難所の運営や対応など、地域の自主

防災活動に携わる女性の参画を促進します。 

 

 

 

職業別の就業者の状況（男女別） 

 

出典：内閣府「男女共同参画白書」 
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♦基本目標３ 男女がともに働きやすい環境づくり 

  

   男女共同参画社会の実現のために、就労は生活の経済的基盤を形成するものであり、

男女がともに自らの働きたい分野で個性や能力を発揮できる環境を整備することが重要

です。また、少子化により将来の労働力不足が懸念されており、特に女性の社会参画が

求められております。 

   男女雇用機会均等法の改正等により、法的な就労環境の整備は着実に進んできていま

すが、現実には、雇用状況、昇給や昇格については、依然として男女格差があり、平等

とは言えない状況です。 

様々な分野において、男女がともに仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

を実現するために、町（行政）が率先して環境づくりをしていくことが重要です。 

また、女性の就労条件を明確にし、女性の就労環境の改善を図ることが重要であるこ

とから、女性が性別により差別されることなく、なおかつ、安心して子育をしながら充

実した職業生活を送れるよう、関係機関と連携し、事業者に対する啓発を行います。 

 

 

 

 

   施施施      策策策      ののの      方方方      向向向   

  ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍  

 

 

 

 

 

 

① 職場における男女平等の推進 

 

② 多様な働き方を可能にする労働環境づくり 

 

③ 女性のチャレンジ支援 

 

④ 仕事と家庭・地域活動との両立への支援 
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①職場における男女平等の推進 

  

    経済のグローバル化、産業構造の転換の進行とともに、従来の年功型賃金や終身雇

用の見直しが進み、正社員雇用とは異なる就労形態で働く人が増加している中で、パ

ート・アルバイト等の適正な待遇や、安定した就労への推進に取り組みます。 

    また、国や県、関係機関との連携を図り、事業者に対して男女雇用機会均等法をは

じめとする労働関連法令の周知に努め、労働条件の改善及び雇用と就労の場における

男女平等が実現されるよう啓発を行います。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

事業者に対する法制度に関する周知 

国や県、関係機関との連携により、事業者に対

して、男女雇用機会均等法をはじめとする労働

関連法令の広報等を通じた周知活動や情報提供

を行います。 

安定した就労の支援 
就労を希望する人に対し、各種相談窓口やセミ

ナーなどの紹介を行います。 

働く男女への情報提供 
労働に関する法令の普及・啓発や労働条件に関

する情報提供を行います。 

適正な待遇の促進 
育児・介護休業法などの相談窓口やセミナーな

どの紹介を行います。 

    

 

一般労働者と短時間労働者との賃金格差（全国） 

千円 

出典：神奈川県「かながわ男女共同参画推進プラン（第 3次）」
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②多様な働き方を可能にする労働環境づくり 

 

    ライフスタイルや価値観が多様化してきており、仕事や家庭生活、地域生活等の調

和を図りたいと望む人も少なくありません。そのため、男女ともに多様な働き方や生

き方を選択し、一人ひとりの能力が十分に発揮できる社会となることにより、企業に

とっては生産性が向上します。今後は競争力が強化される社会を目指して、働き方の

見直しを進めていく必要があります。 

    そのために、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を目指して、

男女がともに働きやすい労働環境の整備の促進を図ります。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

ワーク・ライフ・バランスの啓発 

長時間労働を前提とした働き方を見直し、自ら

が希望するバランスで、仕事と家庭、地域、趣

味等の活動が行えるよう、充実した生活を送る

ことのできる社会の実現に向けた啓発を行い

ます。 

ワーク・ライフ・バランスの推進 

事業者に対して、多様な働き方のできる制度に

関する情報提供を行い、ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進に向けた取り組みを支援します。 

労働時間の短縮や育児・介護休業制度の

促進 

多様で柔軟な働き方や、仕事と子育て・介護等、

生活との両立の必要性の周知と取り組みを促

進します。 

福祉サービスの情報提供 

仕事と生活の調和の普及を図るため、子育て支

援・介護などの福祉サービスの情報提供を行い

ます。 

男性にとっての男女共同参画の促進 

固定的性別役割分担意識の解消を図り、男性の

家事・子育て・介護や地域への参画を促進しま

す。 

パート・派遣労働に係る法制度の周知 
パート・派遣労働等の労働関連法令や、就労に

関する税制度についての情報提供を行います。 

  

 

 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）という言葉の認知度 

 

出典：内閣府「男女共同参画白書」  
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③女性のチャレンジ支援 

  

    就業分野では、これまで男性が多数を占めていた職種に、女性の姿が見受けられる

ようになってきました。 

    女性がその能力を十分に発揮するための意識啓発や情報提供等の働きかけを行いま

す。 

    また、結婚や出産等で退職した女性を再雇用する制度の整備の促進を図ります。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

女性のスキルアップのための各種研修

の情報提供 

女性に対して関係機関等が行うスキル向上を

図る研修等の情報提供を行います。 

女性の起業支援 
起業を目指す女性に対して、起業に関する情報

提供を行います。 

女性の再就職の支援や就労環境の整備

促進 

結婚や出産、介護等で退職した女性を再雇用す

る制度について、事業者への情報提供を行いま

す。また、育児休業や介護休業などの制度を利

用しやすい環境づくりを促進します。 

女性の就業支援 
就業を希望する女性に対し、専門機関への紹介

など女性の就業支援を行います。 

キャリアアップを目指す女性への支援 
就労を継続し、管理職等を目指す女性を支援す

る講座等の情報提供を行います。 

  

 

 

男性及び女性の正社員・非正社員割合 

         （％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

出典：神奈川県「かながわ男女共同参画推進プラン（第 3次）」 

 男性及び女性の正社員・非正社員割合

54.7

41.8

83.8

12.0 16.2

46.8

57.2 56.7 52.6
58.2

54.1 52.3

48.2

52.8 53.2

45.3
47.4

43.342.845.9
47.7

51.8

47.2

88.0
92.2 93.0 92.4 90.7 90.8 88.6

80.7
87.8

7.8 7.0 7.6 9.3 9.2 11.4 12.2
19.3

0

20

40

60

80

100

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
（年度）

（％）

女性正社員 女性非正社員

男性正社員 男性非正社員
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④仕事と家庭・地域活動との両立への支援 

  

    ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、男女がともに育児と仕事や地域活動を両

立していけるよう、子育て支援体制の整備・充実を図ります。 

    ひとり親家庭に対しては、自立して地域で幸せに生活することができるような支援

策の充実を図ります。 

    さらに、介護については、男女がともに担っていくことができるよう、事業者に対

して介護休業制度の啓発に努めるとともに、家庭においても介護の負担が軽減できる

よう、介護サービスの充実を図ります。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

ひとり親家庭等の自立支援 

ひとり親家庭等の自立に向け、児童扶養手当をは

じめ、関係機関と連携した支援策の充実を図りま

す。 

保育サービスの充実 

働く保護者を支援するため、町立保育園及び私立

保育園で０歳児から５歳児までの保育を行い、待

機児童の解消にも努めます。 

延長保育の充実 
働く保護者のライフスタイルに対応した延長保

育の充実を図ります。 

一時預かりの充実 

保護者の疾病やリフレッシュ、勤務形態により一

時的に保育が必要な子どもを子育て支援センタ

ー等で預かる事業の充実を図ります。 

子育て支援の充実 
子育て家庭に対する育児相談指導や、子育てサー

クルの育成・支援等の充実を図ります。 

放課後児童健全育成対策の充実 
小学生を対象に、放課後などの安全な居場所の確

保を図ります。 

男性の育児休業取得促進の働きかけ 

男性の育児参加や育児休業取得など、男女がとも

に仕事と育児の両立ができる環境づくりを促進

します。 

育児・介護休業制度の促進 
育児・介護休業制度の啓発を図り、利用促進のた

めの情報提供を行います。 

介護サービス等の充実 
介護保険事業計画を着実に推進するため、利用に

向けて情報提供を充実させます。 
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 ♦基本目標４ 男女の自立促進と健康づくりへの支援 

 

    わが国では急速に高齢化が進んでおり、当町においても、65 歳以上の高齢者の割

合が年々高くなっています。 

    高齢者や障害者の介護が必要な場合、その担い手は女性であることが多く、高齢者・

障害者の問題を解決することは、女性の問題を解決することにつながります。家族等

の介護においても、男女がともに支えあっていくような意識啓発を図ります。 

また、高齢者や障害者も、男女がともに自らの自由な選択に基づき、できるだけ自

立し、社会との関わりを持ち続け、豊かで活力ある社会を支える一員としての役割を

積極的に担い、充実した生活ができるような取り組みを行っていきます。 

    また、各個人が生涯を通じていきいきと暮らすためには、個人の努力に対する支援

と健康づくりのための環境整備が重要です。そのために、健康に関する理解を深め、

定期的な健康診断等の受診を呼びかけ、疾病の早期発見、早期治療を目指していきま

す。 

     

 

 

 

施施施      策策策      ののの      方方方      向向向   

 ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん検診受診率 

 

項目 胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮がん 

神奈川県 31.7％ 24.1％ 23.3％ 38.9％ 37.9％ 

全国平均 32.3％ 26.0％ 24.7％ 39.1％ 37.7％ 

  胃がん、大腸がん、肺がんは 40 歳～69 歳で過去１年に受診した者、乳が

んは 40歳～69歳で過去２年に受診した者、子宮がんは 20 歳～69 歳で過去２

年に受診した者を元に算出 

                          （｢平成 22年国民生活基礎調査｣より作成） 

出典：神奈川県「かながわ男女共同参画推進プラン（第 3次）」 

① 高齢者や障害者の自立生活の支援 

 

② 生涯を通じた健康づくりの支援 
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①高齢者や障害者の自立生活の支援 

 

    高齢者や障害者が自立するため、自分の身体について正しい情報を得て判断しなが

ら、生涯にわたって心身の健康を維持することにより、家族介護の問題が解消され、

男女問わず社会参画が促されることとなります。 

    高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、福祉サービス等の拡充

を図ります。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

高齢者の自立生活の支援 

男女がいつまでも健やかではつらつと暮ら

せるように、介護サービスの計画的な提供と

福祉サービスの充実を図り、高齢者が自立し

た生活をおくれるよう支援します。 

障害者の自立生活の支援 

障害者の社会参加を進め、自立した生活が送

れるように、障害の程度に応じた適切なサー

ビスの提供を図ります。 

 

 

 

 

               要介護者等から見た主な介護者の続柄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「男女共同参画白書」 
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②生涯を通じた健康づくりの支援 

 

    生涯にわたる女性の健康と、それを享受する権利（リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツ）を保証するため、女性の健康の保持・増進に向けた取り組みを推進するととも

に、必要性についての啓発を行います。 

    また、男女が、それぞれの年齢や健康状態に応じて適切な自己管理ができるように

健康意識を高め、各種健康診断等の充実を図り、様々な取り組みを支援していきます。 

    さらに、安心して子どもを産み育てることができるよう、各種教室の開催や相談窓

口、健康診断の充実を図ります。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

健康の自己管理の充実 

健康に関する意識を高める啓発や健康教室、健康

相談、各種健康診査、検診を実施し、またその内

容の充実を図り、町民一人ひとりの健康に関する

自己管理を促進します。 

思春期における性と健康づくりに関

する啓発 

学校等との連携を図り、思春期における心身の健

やかな成長を促す啓発活動を推進し、性に関する

理解の促進を図ります。 

エイズ・性感染症対策のＰＲ 

エイズや性感染症は健康に大きな影響を及ぼすた

め、正しい知識を持ち、感染を予防するための啓

発活動を推進します。 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

の啓発 

すべてのカップルと個人が自分たちの子どもの

数、出産間隔、出産する時を責任もって自由決定

するための情報と手段を得る権利、性に関する健

康の啓発を行います。 

女性・男性に特有の病気の予防の啓

発 

子宮がんや前立腺がん等、男女それぞれに特有の

病気や健康状態に関する情報提供や啓発活動を推

進します。 

心の健康の充実 

身体だけではなく、心の健康についての情報提供

や意識啓発、相談活動等を充実し、心身ともに健

康な状態を維持できるよう推進します。 

乳幼児健康診査の充実 

乳幼児を対象に心身の発達への支援や疾病等の早

期発見を通し、子どもの健全な発育・発達を促し

ます。 

母子保健の健康教室 
妊娠・出産・育児期に母子の健康を支援するため

の各種教室を行います。 

母子保健の健康相談 
育児に関する悩みの軽減等を目的に、保健師等に

よる健康相談を随時実施します。 

妊娠期の健康への支援 

妊娠中の健康診査にかかる自己負担の費用の一部

を助成します。また、マタニティーマーク等の活

用など、妊娠期の健康支援の啓発活動を推進しま

す。 
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♦基本目標５ プランの推進 

 

   男女共同参画社会の実現を目指し、その理念の浸透を図るために、町（行政）だけで

なく、町民、事業者と連携して取り組みます。 

 

 

 

施施施      策策策      ののの      方方方      向向向   

 ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍ ◍  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①プランの進行管理・見直し 

   

    このプランを積極的に推進していくため、実効性のあるものとなるよう取り組みを

行います。 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

プランの推進管理 
町各関係機関と連携し、プランの進捗管理・推進を図り

ます。 

プランの見直し・改訂 
プランの内容については、社会的、経済的な変化に伴い

必要に応じて見直し、改訂を図ります。 

プランの進行管理 
町の男女共同参画の現状や課題について把握し、施策へ

の反映を図ります。 

 

 

 

 

① プランの進行管理・見直し 

 

② 町（行政）・町民・事業者の連携 
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②町（行政）・町民・事業者の連携 

 

    町（行政）、町民、事業者の役割を明確にし、男女共同参画社会の実現に向けて連携

を図ります。 

    地域や町全体において様々な分野で活発な活動を行えるように、団体やグループの

交流を図り、男女共同参画意識の高揚に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具 体 的 施 策 内    容 

県・他市町村との連携 

県及び市町村で構成する男女共同参画行政連絡会に

おいて定期的な情報交換や研修に参加し、連携して

男女共同参画を推進します。 

情報の収集・発信の充実 
男女共同参画社会の実現に関する情報の収集や研究

等を行い、その成果を町民に情報提供していきます。 

町内会等やＮＰＯ団体等と連携し

た事業の実施 

町民の自主的な活動と連携した事業を行っていくこ

とにより、男女共同参画意識の高揚を図ります。 

町の男女共同参画施策への提案等 
町の男女共同参画施策について、提案や要望等を「町

への提案」制度から受け付けます。 
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シンボルマークについて 

 
内閣府男女共同参画局では、平成２１年に男女共同参

画社会基本法制定１０周年を迎えるにあたり、男女共

同参画のシンボルマークを一般公募し、決定しました。 

このシンボルマークは、男女が手を取り合っている様

子をモチーフにし、互いに尊重しあい、共に歩んでい

けたらという願いをこめています。 

（作：東京都･由佳里さん） 

 


